
日
本
律

の
運
用
と
効
力

(そ
の
4
)

吉

田

一

彦

(承
前
)

「日
本
律
の
運
用
と
効
力
」

そ
の
1

名
古
屋
市
立
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要

第
四
五
集

一
九
九

〇
年

そ
の
2

同
第
四
八
集

一
九
九
二
年

そ
の
3

同
第
五
〇
集

一
九
九
三
年

(前
稿
に
ひ
き
続

い
て
、
事
例
の
研
究
を
す
す
め
て
い
こ
う
。)

〔事
例
　
〕

次
は
天
平
宝
字
七
年

(七
六
三
)

十
月
乙
亥
条
、
　
板
持
鎌
束
の
事
例
で
あ

る
。

こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
井
上
薫
の
研
究
が
あ
る
(1
)。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
　
板
振

鎌
束
と
い
う
名
は
、
板
持
鎌
束
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
　
板
振
氏
は
他

に
は
見
え
な
い
が
、
板
持
氏
な
ら
板
持
史
内
麻
呂
、
板
持
連
安
麻
呂
、
板
持
御

依
、
板
持
真
釣
な
ど
他
に
も
見
え
る
こ
と
、
　
板
持
氏
の
本
貫
地
は
現
在
の
大

阪
府
富
田
林
市
板
持
に
比
定
し
う
る
こ
と
、
　
記
事
は
鎌
束
の
官
職
と
位
階
を

「左
兵
衛
正
七
位
下
」
と
す
る
が
、
単
な
る
左
兵
衛
で
は
正
七
位
下
と

い
う
官

位
は
高
す
ぎ
る
の
で
、
「左
兵
衛
佐
」
の

「佐
」
の
誤
脱
と
見
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
、
　
海
上
で
暴
風
雨
に
あ

っ
て
優
婆
塞

・
女
性
ら
を
海
中
に
投
げ
入
れ
て
し

ま

っ
た
と
い
う
行
為
の
背
景
に
あ
る
思
考
は
、
『魏
志
』
倭
人
伝
に
見
え
る

「持

衰
」
を
殺
す
民
俗
信
仰
と

一
部
共
通
点
を
も

つ
こ
と
、
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
考
察
は
妥
当
で
あ

っ
て
従
う
べ
き
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で

は
、
鎌
束
の
名
を

「板
持
鎌
束
」、
そ
の
官
職
を

「左
兵
衛
佐
」
と
し
て
検
討
を

す
す
め
て
い
き
た
い
。
な
お
、
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
(2
)は
、
源
博
雅
の

『新

撰
楽
譜
』
(九
六
六
年
成
立
)
に

「高
野
天
皇
御
宇
時
、
板
持
鎌
束
、
伝
清
瀬
宮

経
」
と
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
、
井
上
薫
論
文
も
こ
の
指
摘
を
引
用
し
て
い
る
。

新
日
本
古
典
文
学
大
系

『続
日
本
紀

三
』
(3
)も
、
脚
注
で
こ
れ
を
引
用
し
て

「あ
る
い
は
こ
れ
と
同

一
人
物
か
」
と
し
て
い
る
。
た
だ

『新
撰
楽
譜
』

(『博



雅
長
竹
譜
』
)
に
は

「板
時
鎌
束
」
と
記
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
同

一
人
物
の
可

能
性
は
高

い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
板
持
鎌
束
は
渤
海
か
ら
帰
国
す
る
途
中
、
海
が
荒
れ
た
た
め
、
そ
れ

を
鎮
め
よ
う
と
し
て
、
女
性

・
幼
児

・
優
婆
塞
の
計
四
人
を
海
に
投
げ
入
れ
た

と
い
う
。
帰
国
後
、
鎌
束
は
そ
の
罪

を

「勘
当
」
さ
れ
て
獄
に
下

っ
た
。
鎌
束

の
犯
し
た
行
為
は
、
律
令
法
の
上
で
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
荒
れ
た
海
で

生
死
の
境
を
さ
ま
よ
う
と

い
う
異
常
な
状
況
は
あ

っ
た
と
し
て
も
、
彼
の
行
為

は
法
的
に
は
殺
人
と
見
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
す
る
と
、
そ
の
行
為
は
賊
盗

律
第
九

(謀
殺
人
)
条
、

の
已
殺
に
該
当
し
、
あ
る
べ
き
刑
罰

は
斬
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
に
下

さ
れ
た
実
際
の
刑
は

「下
獄
」
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
律
令
の
規
定
と
合
致
し
な

い
処
断
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
が
、
「下
獄
」
な
る
制
裁
に
つ
い
て
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
日
本
律
の
定
め
る
刑
罰

は
死

・
流

・
徒

・
杖

・
答
と
没
官
で
あ

っ

て
、
「下
獄
」
と
い
う
刑
罰
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
死

・
流

・
徒

・
杖

・
答

・
没
官
以
外
に
下
獄
と

い
う
制
裁
が
実
施
さ
れ
て
い
た
と
す
る

な
ら
、
そ
れ
は
律
令
外

の
刑
罰
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の

「下
獄
」
は
次
の
次
の
事
例
　

に
も
見
え
る
し
、
そ
の
他
国
史
に
散
見
す

る
。
そ
こ
で
、
こ
の
事
例
　
に
お
い
て
、
下
獄
に
つ
い
て
、

一
通
り
検
討
し
て

お
く
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
考
う
べ
き
は
、
鎌
束
に
対
す
る

「下
獄
」
が
最
終

の
処
断
な
の
か
、
そ

れ
と
も
最
終
の
処
断
を
執
行
す
る
ま
で
の
間
の
仮
の
拘
置
な
の
か
、
と
い
う
問

題

で
あ
る
。
鎌
束
に
対
し
、
下
獄
の
後
に
、
適
当
な
時
期
に
律
の
定
め
る
刑
罰

の
い
ず
れ
か
を
科
す

の
な
ら
、
右
の
設
問
は
氷
解
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
私
は
、
こ
こ
の

「下
獄
」
は
最
終
の
科
刑
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
そ
の

理
由
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

一
つ
は
記
事
に

「勘
当
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
「勘
当
」
と
は
、
罪
名
を
定
め
刑
罰
を
決
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

語
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
「勘
当
下
獄
」
な
る

一
句
は
、
担
当
官
司

(刑
部
省
か
)

で
罪
刑
を
定
め
、
そ
の
結
果
下
さ
れ
た
処
断
が

「下
獄
」
で
あ

っ
た
と
読
解
す

る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
な
ら
、
こ
こ
の

「下
獄
」
は
鎌
束
に
対
し
て

の
最
終
的
な
処
断
で
あ

っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
と
な
る
。
も
う

一
つ
は
、
鎌
束

が
獄
に
下
さ
れ
て
い
た
期
間
が
決
し
て
短
期
間
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
記
事
は
、
天
平
宝
字
七
年
十
月
乙
亥

(六
日
)
条
に
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、

八
年
の
乱

(藤
原
仲
麻
呂
の
乱
)
で
獄
が
囚
人
で
満
ち
あ
ふ
れ
た
た
め
鎌
束
を

近
江
に
移
し
た
と
い
う
記
述
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
井
上
薫
は
、

編
年
体

の
書
物
で
あ
る

『続
日
本
紀
』

の
天
平
宝
字
七
年
十
月
六
日
の
条
に
翌

八
年
九
月
の
乱
後

の
措
置
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
異
様

に
思
わ
れ
る
が
、
し
か

し
こ
の
種
の
書
き
方
は
他
に
も
例
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
七
年
十
月
六

日
と
い
う
の
は
、
井
上
も
述
べ
た
よ
う
に
、
鎌
束
を
獄
に
下
し
た
日
時
と
理
解

す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
日
付

の
条
に
そ
の
後

の
展
開
に
つ
い
て
も
付
記
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
翌
年

の
九
月
ま
で
獄
に
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
鎌
束
は
少
な
く
と

も
十

一
ヶ
月
間
は
獄
に
下
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
な
る
し
、
近
江
に
移

っ
て
も
獄

中
の
生
活
は
継
続
し
た
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
う
。
井
上
は
、
こ
の
問
題
に
関

し
て
、
「獄
囚
充
満
の
た
め
に
鎌
束
が
放
免
さ
れ
て
近
江
に
移

っ
た
の
か
、
放

免
さ
れ
る
こ
と
な
く
近
江
の
獄
に
移
さ
れ
た
の
か
、
右
の
文
で
は
明
ら
か
で
な

い
」
(4
)と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
確
か
に
本
条
の
記
述
か
ら
は
は

っ
き
り

と
は
し
な
い
が
、
「赦
」
云
々
と
い
う
記
述
も
な
く
、
ま
た
赦
さ
れ
て
か
つ
近
江



に
移
住
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
も
考

え
に
く
い
か
ら
、
近
江
に
も
獄
が
存
在
し
、

そ
こ
に
移
さ
れ
た
と
理
解
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測
し
て
い

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
鎌
束
が

獄
に
下
さ
れ
て
い
た
期
間
は
数
日
、
あ
る
い
は

数

ヶ
月
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
こ
で
刑
執
行
の
時
期
に
関
す
る
律
令
の
規
定
を
見
る
と
、
獄
令
第
八

(五

位
以
上
)
条
に
、

と
あ

っ
て
、
死
刑
の
執
行
に
関
す
る
規
定
が
見
え
る
。
そ
こ
で
は
、
死
刑
は
立

春
か
ら
秋
分
ま
で
の
間
は
執
行
し
て
は
な
ら
な
い
(5
)と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
規
定
は
必
ず
し
も
遵
守
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
ら
し
く
、
ま
た
死
刑
以
外
の

刑
の
執
行
に
も
混
用
さ
れ
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
『
類
聚
三
代

格
』
巻

二
十
、
弘
仁
六
年

(八

一
五
)
十

一
月
二
十
日
太
政
官
符
に
、

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
官
符
の
引
用
す
る
延
暦
十
四
年

(七
九
五
)
八
月

十
四
日
の
太
政
官
符
に
よ
れ
ば
、
立
春
を
過
ぎ
て
も
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
場
合

が
あ

っ
た
り
、
流
刑
以
下
の
刑
罰
の
執
行
が
誤
解
に
基
づ
い
て
遅
延
す
る
場
合

が
あ

っ
た
り
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
鎌
束
は
十
月
に
獄

に
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
別
の
最
終
的
な
刑
を
科
す
と
し
て
も
日
程

的
に
十
分
な
ゆ
と
り
が
あ

っ
た
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
よ
り
、
鎌
束

に
対
す
る

「下
獄
」
を
刑
執
行
ま
で
の
問
の
仮
の
拘
置
と
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
私
は
考
え
る
。
「下
獄
」
は
、
鎌
束
に
対
す
る
刑
罰
そ
の
も
の
と
理
解

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

次
に
考
う
べ
き
は
、
下
獄
と
徒
が
同

一
か
否
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も

し
同

一
で
あ
る
な
ら
、
律
令
外
の
刑
罰
か
否
か
と
い
う
疑
問
は
氷
解
し
て
し
ま

う
で
あ
ろ
う
。
律
令
法
の
定
め
る
徒
は
、
罪
人
を
獄
に
収
監
し
て
強
制
労
働
を

科
す
と
い
う
刑
罰
で
、
徒

一
年
、

一
年
半
、
二
年
、
二
年
半
、
三
年
、
の
五
等

が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
事
例
の
記
述
を
あ
ら
た
め
て
見
て
み

る
に
、
「徒

n
年
」
と
い
う
表
現
で
刑
罰
が
示
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
は
や
は
り

問
題
で
、
「下
獄
」
と
徒
と
が
同

一
で
あ
る
な
ら
、
「徒
」
と
い
う
表
現
で
記
す

の
が
自
然
か
つ
正
し
い
用
語
法
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
記
事
で
は
、
下
獄
の
年

限
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
大
い
に
問
題
で
あ
る
。
鎌
束
に
対
し
て
の

「下

獄
」
と
は
、
年
限
の
定
め
ら
れ
て
い
な
い
、
赦
に
会
う
ま
で
の
い
わ
ば
無
期
限

の
制
裁
と
し
て
科
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
読
解
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
鎌
束
に
強
制
労
働
が
科
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
る
。
た
だ



こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
記
事
か
ら
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
鎌
束
は
正
七
位
下
の
官
位
を
有
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
官
位
を
有

す
る
者
に
対
し
て
は
、
流
徒
以
下
の
実
刑
は
科
さ
ず
、
例
減
に
よ
っ
て
減
刑
し

た
上
で
、
官
当

・
瞭
の
換
刑
に
よ

っ
て
罪
を
賄
わ
せ
る
、
と
い
う
の
が
律
令
法

の
規
定
で
あ
る
。
七
位
を
有
す
る
者

の
場
合
、
名
例
律
第
十

(減
)
条
を
適
用

し
て
、
例
減
し
て

一
等
を
減
刑
し
、
そ
の
上
で
名
例
律
第
十
七

(官
当
)
条
を

適
用
し
て
官
位
を
も

っ
て
実
刑
に
か
え
、
さ
ら
に
残
余
が
生
じ
た
な
ら
、
名
例

律
第
十

一

(腰
)
条
を
適
用
し
て
贖
銅
を
も

っ
て
贖
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

も

っ
と
も
別
稿
(6
)で
述
べ
た
よ
う
に
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
初
め
ま
で
、
日
本

で
は
、
律

の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
例
減
も
当
贖
も
実
施
さ
れ
て

い
な
か

っ
た
か
ら
、
鎌
束
に
そ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
な
か

っ
た
と
し
て
も
意
と
す

る
に
は
足
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
、
徒

の
実
刑
が
七
位
の
位
階
を
有
す
る

者
に
科
さ
れ
る
こ
と
が
、
律
の
規
定
と
合
致
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
確
認
し

て
お
け
ば
そ
れ
で
よ
い
。

次
に
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
検
討
す
る
た
め
、
律
令
法
に
お
い
て
徒
刑
の
実

施
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
た
か
を

一
瞥
し
、
そ
の
上
で
、
他
の
史
料
か

ら
当
時
の
獄
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
獄
令
を
見
る

と
、
第
十
八

(犯
徒
応
配
居
役
者
)
条
に
、

と
あ
る
。
徒
や
流
と
さ
れ
た
者
に
は
強
制
労
働
が
科
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

た
が
、
そ
れ
は
居
作
、
居
役
、
ま
た
役
と
呼
ば
れ
た
。
徒
刑
の
場
合
、
畿
内
は

罪
人
を
京
師
に
集
め
、
畿
外
は
当
該
地
域
に
お
い
て
役
を
科
し
、
流
刑
の
場
合

も
当
該
地
域

(配
所
)
で
役
を
科
す
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
名
例
律
第
二
十
四

(犯
流
応
配
)
条
で
は
、
流
刑
の
役
は
三
流

(遠

・
中

・
近
)
と
も
に

一
年
間

と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
流

・
徒
と
さ
れ
た
罪
人
に
は
、
　

(鉄
の
く
び
か
せ
)

も
し
く
は
盤
枷

(木
の
く
び
か
せ
)
が

つ
け
ら
れ
た
。
役
の
休
假
は
十
日
に

一

日
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
役
に
つ
く
囚
人
に
対
し
て
は
、

一
人
に
つ
き
二
人
の

防
援

(警
備
)
が
配
置
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
は
京
で
は
物
部

(囚
獄
司
所
属
、

後
述
)
と
衛
士
が
、
地
方
で
は
地
域
の
兵
士
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

た
。
在
京
の
服
役
囚
に
対
し
て
は
、
弾
正
が
月
ご
と
に
巡
行
し
て
、
不
正
が
な

い
か
ど
う
か
監
視
す
る
規
定
と
な

っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
律
令
の
規
定
が
そ
の
ま
ま
実
施
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、

一
つ

一
つ
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
流
刑
者
に
対
し
て
強
制
労
働
が
科

さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
が
あ
り
、
批
判
的
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
獄
に
つ
な
が
れ
た
囚
人
に
く
び
か
せ
が

つ
け
ら
れ
て
、
強
制
労
働
が
科

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
別
の
史
料
か
ら
実
施
が
確
認
で
き

る
の
で
、
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。



と
い
う

一
条
戸
（
7
）が
見
え
る
。
罪
人
に
は
、
鉢
も
し
く
は
盤
枷
が
つ
け
ら
れ
、
ま

た
役
と
し
て
路
や
橋
を
造
営
す
る
と

い
っ
た
土
木
作
業
な
ど
が
科
さ
れ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
延
喜
式
の
規
定

は
、
実
態
を
述
べ
た
も
の
と
理
解
し
て

よ
い
と
思
う
。

獄
や
囚
人
を
官
轄
し
た
の
は
、
囚
獄
司
で
あ

っ
た
。
職
員
令
に
は
。

と
そ
の
職
掌
と
人
員
と
が
規
定
さ
れ

て
い
る
が
、
物
部
が
配
属
さ
れ
て
お
り
、

令
制
官
司
成
立
以
前
か
ら
の
伝
統
を
継
ぐ
部
分
が
少
な
く
な
か

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
先
に
見
た
、
囚
人
の
防
援
を
務
め
る
物
部
は
、
こ
の
囚
獄
司
所
属
の
物
部

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
律
令
の
規
定
に
よ
る
な
ら
、
獄
に
は
こ
れ
以
外
に
、
刑
の
執
行

を
待
つ
者
も
拘
置
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
獄
令
第
三
十
九

(禁
囚
)
条
に
、

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
獄
に
は
、
死
刑
と
決
定
さ
れ
た
者
や
、
流
刑
、
杖

刑
と
決
定
さ
れ
た
者
も
、
刑
の
執
行
ま
で
拘
置
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

以
上
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
こ
の
時
代
の
獄
の
実
態
を
見
て
い
き
た
い
。

平
城
京
の
獄
に
つ
い
て
は
、
『続
日
本
紀
』
に
い
く

つ
か
記
述
が
見
え
る
。
た
と

え
ば
、
事
例
⑭
で
検
討
し
た
小
野
東
人
の
場
合
を
見
る
と
、
天
平
十
三
年

(七

四

一
)
三
月
八
日
に
東
人
を

「平
城
獄
」
に
下
し
、
翌
九
日
に
東
西
両
市
に
お

い
て
杖
五
十
ず

つ
を
執
行
し
、
そ
の
上
で
同
日
伊
豆
国
に
配
流
と
し
て
い
る
。

ま
た
事
例
⑯
で
検
討
し
た
塩
焼
王
及
び
五
人
の
女
孺

の
場
合
を
見
る
と
、
天
平

十
四
年

(七
四
二
)
十
月
十

二
日
に
彼
等
を
や
は
り

「平
城
獄
」
に
下
し
、
十

七
日
に
そ
れ
ぞ
れ
遠
流
を
執
行
し
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
「平
城
獄
」
と
呼
ば
れ

た
獄
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
事
例
⑭
や
⑯
の
場
合
、
獄
は
刑
執

行
ま
で
の
期
間
、
犯
罪
者
た
ち
を
拘
置
す
る
施
設
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
日
数
は

一
日
～
五
日
で
あ

っ
て
、
そ
う
長

い
期
間
で
は
な
い
こ
と

に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
事
例
　

で
検
討
し
た
橘
奈
良
麻
呂
の
変
の
場
合
を
見
る
と
、
天
平
宝
字

元
年

(七
五
七
)
七
月

二
日
に
小
野
東
人
、
答
本
忠
節
ら
を
と
ら
え
て
左
衛
士

府
に
禁
着
し
、
翌
三
日
に
左
衛
士
府
に
て
東
人
ら
を
尋
問
し
て
い
る
。
四
日
に

東
人
が
自
白
に
及
ぶ
と
、
安
宿
王

・
黄
文
王

・
橘
奈
良
麻
呂

・
大
伴
古
麻
呂

・

多
治
比
犢
養

・
佐
伯
古
比
奈
ら
を
や
は
り

「禁
着
」
し
て

(左
衛
士
府
で
あ
ろ

う
)
尋
問
し
、
自
白
が
出
そ
ろ

っ
た
段
階
で
、
「
一
皆
下
獄
」
し
た
と
い
う
。
獄

に
下
さ
れ
た
者
た
ち
は
、
獄
中
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
者
も
い
た
が
、
そ
う
で
な

い
者
は
の
ち
に
流
な
ど
の
刑
罰
を
科
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
獄
は

最
終
の
科
刑
ま
で
の
期
間
、
犯
罪
者
た
ち
を
拘
置
す
る
施
設
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
も
そ
の
日
数
は
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
は
な
い
。

一
方
、
『続
日
本
紀
』
天
平
三
年

(七
三

一
)
十

一
月
辛
酉
条
に
は
、



と
あ

っ
て
、
獄
中
の
囚
人
た
ち
の
声
が
道
ま
で
あ
ふ
れ
る
あ
り
さ
ま
で
あ

っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
京
中
を
巡
幸
し
た
折
に
彼
等
の
悲
し
い
叫
び
を
聞

い
た
聖

武
天
皇
は
、
憐
愍

し
て
恩
降
を
行

っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
文
言
を
見
る
と
、
「死

罪
以
下
」
を
免
ず
と
あ
る
。
ど
う
や
ら
、
獄
令
の
規
定
通
り
、
死
刑
囚
も
刑
執

行
ま
で
の
期
間
、
実
際
に
獄
に
拘
置
さ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
「以
下
」
の
文
言
や
、
先
の
事
例
⑭
⑯
　
を
勘
案
す
る
な
ら
、
流
刑
や
杖
刑

の
者
も
、
同
様
に
刑
執
行
ま
で
の
期
間
、
実
際
に
獄
に
拘
置
さ
れ
て
い
た
と
見

て
よ
い
。

獄
を
管
轄
し
た
囚
獄
司
は
刑
部
省

に
所
属
し
た
が
、
宮
外
に
所
在
し
て
い
た

ら
し
く
、
獄
も
、
囚
獄
司
内
に

(も
し
く
は
隣
接
し
て
)
設
置
さ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
平
城
京
で
は
な
く
、
平
安
京
の
例
と
な
る
が
、
右
の
聖
武
天
皇

の

恩
降
と
類
似
の
事
例
が
、
桓
武
天
皇
及
び
仁
明
天
皇
の
時
代
に
も
見
え
る
。
す

な
わ
ち
、
『日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年

(七
九
九
)
六
月
丙
申
条
に
、

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
聖
武
天
皇
も
桓
武
天
皇
も
仁
明
天
皇
も
、
「京
中
」

「京
城
」
を
巡

っ
て
、
獄
な
い
し
囚
人
に
出
会

っ
た
と

い
う
。
特
に

『続
日
本

後
紀
』
の
記
事
か
ら
は
、
囚
獄
司
が
宮
外
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
、
そ
こ
に
獄

が
あ

っ
て
囚
人
が
収
監
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

一
方
、
『日
本
後
紀
』

の
記
事
を
見
る
と
、
囚
人
に
は
鉗

(
く
び
か
せ
)
と
　

(鎖
と
同
義
、
く
さ

り
)
が

つ
け
ら
れ
、
堀
川
の
あ
た
り
で
強
制
労
働
さ
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
服
役
囚
に
く
び
か
せ
を
つ
け
る
と
し
た
獄
令
や
延
喜
囚
獄
司
式
の
規

定
、
役
と
し
て
路
や
橋
の
造
営
と
い
っ
た
土
木
作
業
を
科
す
と
し
た
延
喜
囚
獄

司
式
の
規
定
は
、
実
際
に
実
施
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
獄
に
下
さ
れ
た
者
全
員
に
役
が
科
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
問
題
で
、

検
討
が
必
要
で
あ
る
。
右

の

『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年

(七
九
九
)
六
月
丙

申
条
を
再
び
見
る
と
、
囚
徒
に
は
、
「在
役
見
徒
」
と

「天
下
見
禁
囚
」
の
二
老

が
あ

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
単
な
る
文
飾
で
な
く
(8
)、
実
態
に
基
づ

い
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
囚
徒
に
は
、
労
役
刑
を
科
さ
れ
た
者

(今
日
の
懲
役

に
当
た
る
)
と
、
労
役
刑
を
科
さ
れ
ず
に
獄
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
者

(今
日
の

禁
錮

に
当
た
る
)

の
二
者
が
あ

っ
た
こ
と
と
な
る
。
私
は
、
こ
の
史
料
を
重
視

し
て
、
囚
徒
に
は
役
を
科
さ
れ
た
者
と
科
さ
れ
な
か

っ
た
者
の
二
者
が

い
た
と

考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
記
事
の
後
半
部
分
は
難
解
で
、
特
に

「其
謀
殺
故
殺
配
役

者
、
停
レ
役
配
流
」
の

一
句
は
理
解
が
容
易
で
な
い
。
謀
殺

・
故
殺
の
刑
罰
は
、

法
的
に
は
基
本
的
に
死
刑
で
あ

っ
て
、
減
刑
さ
れ
た
と
し
て
も
流
刑
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
者
が
獄
に
下
さ
れ
、
役
を
科
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

桓
武
天
皇
は
彼
等
を
あ
わ
れ
ん
で
、
役
を
停
止
し
て
配
流
と
し
た
と
い
う
。
こ

の
記
述
に
対
す
る

一
つ
の
解
釈
は
、
「役
」
を
律
令
法
の
徒
刑

に
当
た
る
と
理

解
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
考
え
る
と
、
徒
刑
者
を
解
放
し
て
流
刑
に
変

更
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
律
令
法
の
刑
罰
体
系
か
ら
言
え
ば
、
減

刑
で
は
な
く
加
刑
と
な

っ
て
し
ま
い
、
こ
の
記
事
全
体
の
文
脈
と
矛
盾
し
て
し



ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
役
が
あ
ま
り
に
苦
し
い
の
で
、
流
と
さ

れ
る
こ
と
で
か
え

っ
て
苦
役
か
ら
解
放
さ
れ
、
刑
が
軽
減
さ
れ
た
と
見
る
こ
と

も
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も

っ
と
も
前
述
の
よ
う
に
、
律
令
法
の
規
定
で

は
、
流
刑
者
に
は
配
流
先
で
役
を
科
す
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
役
を

停
止
し
て
配
流
と
す
る
と
い
う
の
は
、
律
令
法
の
規
定
と
は
合
致
し
な
い
こ
と

と
な
る
。
だ
が
日
本
で
は
、
中
国
と

は
異
な
り
、
流
は
島
に
す
て
さ
る
制
裁
と

し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
(9
)、
実
態
と
し
て
、
配
流
先
で
役

を
科
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
解
釈
を
と
る
と
、
法
的
に

は
死
刑
と
す
べ
き
者
に
対
し
て
実
際

に
は
徒
刑
に
当
た
る
労
役
刑

(
た
だ
し
期

限
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
か
)
を
科

し
、
そ
の
上
で
そ
れ
を
減
刑
し
て
流
刑
と

し
、
し
か
も
流
刑
者
に
対
し
て
役
を
科
さ
な
い
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
律
令
法

と
は
全
く
異
な
る
実
態
が
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
と
な
る
。
も
う

一
つ
の
解
釈
は
、

謀
殺

・
故
殺
を
犯
し
て
死
刑
と
決
定
さ
れ
た
者
が
、
刑
執
行
ま
で
の
期
間
、
獄

に
拘
置
さ
れ
て
役
を
科
さ
れ
て
い
た
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
謀

殺

・
故
殺
を
犯
し
た
者
は
赦
の
対
象
外
と
さ
れ
た
が
、
全
く
の
赦
免
は
認
め
ら

れ
な
い
も
の
の
、
減
刑
な
ら
ば
よ
し
と
判
断
さ
れ
て
、
死
刑
が
流
刑
に
軽
減
さ

れ
た
、
と
見
る
こ
と
と
な
る
。
こ
ち
ら
の
解
釈
を
と
る
な
ら
、
刑
の
執
行
を
待

つ
拘
置
者
に
対
し
て
も
役
が
科
さ
れ

て
い
た
こ
と
と
な
る
。
律
令
法
の
規
定
か

ら
言
え
ば
、
刑
の
執
行
を
待

つ
拘
置
者
に
対
し
て
役
を
科
す
の
は
不
適
法
な
措

置
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
不
適
法
は
あ
る
も
の
の
、
こ
ち
ら
の
解
釈
は
、

全
体
と
し
て
前
の
解
釈
よ
り
ず

っ
と
適
法
的
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
記

事
の

「配
役
者
」
「停
役
」
と
い
う
表
現
か
ら
す
る
と
、
こ
の
解
釈
が
成
り
立

つ

余
地
は
少
な
く
、
前
者
の
解
釈
を
と

る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
私
は
、
「其
謀
殺

故
殺
配
役
者
、
停
役
配
流
」
の

一
句

は
、
前
者
の
解
釈
で
読
解
す
べ
き
だ
と
考

え
る
。
獄
の
実
態
は
、
律
令
法
の
規
定
と
は
異
な
る
部
分
が
少
な
く
な
く
、
法

と
は
別
の
実
施
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
獄
の
実
態
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
平

城
京
に
も
平
安
京
に
も
獄
は
存
在
し
、
囚
獄
司
が
こ
れ
を
管
轄
し
て
い
た
。
獄

に
入
れ
ら
れ
た
者
の
中
に
は
、
刑
の
執
行
を
待

つ
者
も
含
ま
れ
て
い
た
。
獄
に

入
れ
ら
れ
た
者
に
対
し
て
は
役
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ

は
全
員
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
役
を
科
さ
れ
る
者
と
科
さ
れ
な
い
者
と
の
二

者
が
あ

っ
た
。
ど
う
い
う
囚
人
に
対
し
て
役
が
科
さ
れ
た
の
か
は
残
さ
れ
た
史

料
か
ら
は
明
ら
か
で
な
く
、
律
令
の
規
定
通
り
、
徒
刑
と
さ
れ
た
者
の
み
に
役

が
科
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
法

的
に
は
本
来
死
刑
と
な
る
は
ず
の
重
罪
人
が
死
刑
と
さ
れ
ず
に
獄
に
収
監
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
、
役
が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

以
上
、
な
お
不
明
な
点
も
残
る
が
、
私
は
、
「下
獄
」
は
や
は
り
律
令
法
の
規

定
す
る

「徒
」
と
は
別
の
刑
罰
と
理
解
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
の
二
者
は
、

罪
人
を
獄
に
収
監
す
る
と
い
う
点
は
共
通
す
る
が
、
そ
の
期
間
や
役
の
実
施
に

関
し
て
、
看
過
で
き
な
い
差
異
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
獄

(ひ
と
や
)
は
、
律

令
法
受
容
以
前
か
ら
我
国
に
存
在
し
、
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。
お

そ
ら
く
、
「下
獄
」
に
は
、
日
本
律
令
成
立
以
前
か
ら
の
刑
罰
の
伝
統
を
引
く
部

分
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
、
下
獄
は
律
令
法
の
規
定
す
る
徒
刑
と
は

区
別
す
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
。

こ
の
事
件
で

「下
獄
」
と
さ
れ
た
鎌
束
に
対
し
て
役
が
科
さ
れ
た
の
か
ど
う

か
は
史
料
に
記
さ
れ
て
お
ら
ず
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な

い
が
、
年
限
は
特
に
定

め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
赦
に
会
う
ま
で
の
無
期
限
の
拘
禁
で
あ

っ
た
と
理
解
す
べ

き
だ
と
思
う
。
鎌
束
に
対
す
る
刑
罰
は
、
律
令
法
に
従
う
な
ら
斬
と
な
る
。
し

か
し
実
際
に
科
さ
れ
た
刑
罰
は

「下
獄
」
で
あ

っ
た
。
こ
の
事
例
も
ま
た
、
律

令
に
基
づ
か
な
い
刑
罰
が
科
さ
れ
た

一
例
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
考
え



て
み
れ
ば
、
荒
れ
た
海
を
鎮
め
る
た
め
に
人
を
海
中
に
投
げ
入
れ
る
と
い
う
行

為
は
、
井
上
薫
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『魏
志
』
倭
人
伝
の

「持
衰
」
に
も
通
じ
る

原
始
的
な
思
惟
に
基
づ
く
行
為
と
言

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
う
し
た
思
惟
は
、
仏
教

・
儒
教

・
律
令
な
ど
の
文
明
を
中
国
か
ら
受
容
し
た

後
の
八
世
紀
に
な

っ
て
も
、
な
お
日
本
社
会
に
存
在
し
て
い
た
。
天
平
宝
字
七

年

(七
六
三
)

の
政
府
は
、
だ
が
、
も
は
や
こ
う
し
た
行
為
を
是
認
す
る
わ
け

に
は
い
か
ず
、
こ
れ
を
罪
と
断
ぜ
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
政
府
は
こ

う
し
た
行
為
に
対
す
る
に
、
律
令
法

を
厳
格
に
適
用
し
て
刑
罰
を
科
す
と
い
う

段
階
に
は
い
ま
だ
至

っ
て
お
ら
ず
、
「下
獄
」
な
る
非
律
令
的
な
刑
罰
を
科
す

に
と
ど
ま

っ
た
。
人
を
殺
し
た
者
に
対
し
て
、
死
刑
や
追
放
刑
を
科
す
の
で
は

な
く
、
「下
獄
」
と
す
る
と

い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
恩
情
あ
ふ
れ
る
処
断
で
あ

っ

た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
(
　)。
こ
れ
は
、
渤
海
と
の
外
交
に
活
躍
し
、
苦
労
し

て
滄
海
を
渡

っ
た
官
人
に
対
し
て
の
配
慮
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
う
。
こ
の
事
例

は
、
こ
の
時
代
の
罪
や
刑
を
考
え
る
上
で
、
貴
重
な

一
例
と
な

っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

〔事
例
　
〕

次
は
天
平
宝
字
七
年

(七
六
三
)
十
月
丙
戌
条
、
⑫
藤
原
弟
貞

の
事
例
で
あ

る
。

藤
原
弟
貞

は
長
屋
王
の
子
の
山
背
王
の
こ
と
で
、
こ
の
亮
伝
に
は
、
長
屋
王
の

変
及
び
そ
の
後

の
処
分
に
つ
い
て
の
記
述
が
見
え
る
。
長
屋
王
の
変
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
事
例
⑨
と
し
て
検
討
ず
み
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
改
め
て
若
干
の
考

察
を
付
加
し
て
お
き
た
い
。
弟
貞

の
伝
に
は
、
変
で
長
屋
王
は
自
尽
し
、
子
の

膳
夫
王

・
桑
田
王

・
葛
木
王

・
鉤
取
王
は
自
経
し
た
と
あ
る
。
こ
の
事
実
関
係

は
、
『続
日
本
紀
』
天
平
元
年

(七
二
九
)

二
月
癸
酉
条

(事
例
⑨
)
の
記
述
と

一
致
し
、
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
だ
天
平
元
年
二
月
癸
酉
条
に
は
、
四

人
の
子
の
母
で
あ
る
吉
備
内
親
王
も
自
経
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
す
で
に
触

れ
た
よ
う
に
、
長
屋
王
の
謀
反
は
事
実
で
は
な
く
誣
告
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
罪

は
法
条
に
従
う
な
ら
次
の
よ
う
に
な
る
。
国
家
を
傾
け
ん
と
す
る
行
為
は
、
名

例
律
第
六

(八
虐
)
条
の
規
定
す
る

「謀
反
」
に
該
当
す
る
。
そ
の
刑
罰
は
、

賊
盗
律
第

一

(謀
反
)
条
に
従
い
斬
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
長
屋
王
の
あ
る
べ

き
刑
罰
は
斬
と
な
ろ
う
。
で
は

「自
尽
」
と
は
何
か
。
獄
令
第
七

(法
大
辟
)

条
に
よ
る
な
ら
、
自
尽
と
は
、
死
刑
と
決
せ
ら
れ
た
五
位
以
上
者
及
び
皇
親
に

与
え
ら
れ
た
特
権
で
、
殺
さ
れ
る
の
で
な
く
、
自
宅
で
自
ら
死
ぬ
こ
と
を
指
し

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
条
に
は
、
「犯
せ
る
こ
と
悪
逆
以
上
に
非
ざ

れ

ば
」
と
い
う
除
外
規
定
が
付
さ
れ
て
い
る
。
謀
反
は
八
虐

の
第

一
位
で
第
四
位

の
悪
逆
よ
り
上
位
で
あ
る
か
ら
、
法
に
従
う
な
ら
、
長
屋
王
に
は
自
尽
は
認
め

ら
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
斬
の
実
刑
に
処
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
長
屋
王

の

「自
尽
」
は
律
令
の
規
定
と
は
合
致
し
て
い
な
い
と
理
解
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
。

次
に
四
人
の
王
た
ち
の

「自
経
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
殺
で
あ

っ
て
刑
罰

で
は
な
い
。
本
稿
の
考
察
の
対
象
外
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
吉
備
内

親
王
の
死
も
自
経
で
あ

っ
て
、
四
人
と
王
た
ち
と
同
様
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ

以
外
の
妻
子
が
赦
さ
れ
た
こ
と
は
ど
う
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。



長
屋
王
に
関
す
る
研
究
は
、
長
屋
王
邸
宅
跡
の
発
見

・
発
掘
調
査
に
よ

っ
て

飛
躍
的
に
進
展
し
た
(
　)。

一
九
八
六
年
に
は
じ
ま
る
発
掘
調
査
で
は
、
多
数
の

木
簡
が
出
土
し
、
そ
の
記
述
か
ら
そ

の
地
が
長
屋
王
と
妻
の
吉
備
内
親
王
の
邸

宅
跡
で
あ

っ
た
こ
と
、
こ
の
王
家
の
経
済
活
動
や
家
政
機
関
の
実
態
、
生
活
文

化
の
諸
相
、
な
ど
様

々
の
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。

長
屋
王
及
び
彼
と
吉
備
内
親
王
と
の
間
に
生
ま
れ
た
四
人
の
男
子
は
、
皇
位

継
承
に
関
し
て
重
要
な
位
置
に
あ

っ
た
。
吉
備
内
親
王
は
、
草
壁
皇
子
と
元
明

天
皇
と
の
間
に
生
ま
れ
た
女
子
で
、
文
武
天
皇
や
氷
高
内
親
王

(元
正
天
皇
)

と
は
同
母
の
兄
弟
で
あ

っ
た
。
抜
群

の
血
筋
と

い

っ
て
よ
い
。
皇
位
継
承
に

と

っ
て
は
、
父
の
血
筋
と
あ
わ
せ
て
母

の
血
筋
が
重
要
で
あ

っ
た
(12
)が
、
こ
の

時
代
、
草
壁

・
元
明
の
娘
を
妻
に
持

っ
た
の
は
、
唯

一
長
屋
王
の
み
で
あ

っ
た
。

『続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年

(七

一
五
)
二
月
丁
丑
条
に
、
「勅
。
以
二
三
品
吉
備

内
親
王
男
女

一、
皆
入
二
皇
孫
之
例
一
焉
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
長
屋
王
の
妻
の
う

ち
吉
備
所
生

の
男
女
が
皇
孫
の
扱
い
を
う
け
る
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
を
考
え
あ

わ
せ
る
な
ら
、
長
屋
王
の
み
な
ら
ず
、
吉
備
内
親
王
と
の
間
の
子
た
ち
も
、
皇

位
継
承
と

い
う
点
で
重
要
な
位
置
に
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
事
件
を
企
図
し
た
者
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
長
屋
王

・
吉

備
内
親
王

・
そ
れ
に
二
人
の
間

の
男

子
が
抹
殺
で
き
れ
ば
、
当
面
の
目
的
は
達

成
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
長
屋
王
の
他
の
妻
子
は
排
除
さ
れ
ず
、
命

を
と
ど
め
る
こ
と
と
な

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
特
に
藤
原
不
比
等

の
女
子
で
あ

る
長
蛾
子
を
母
と
す
る
長
屋
王
の
子
た
ち
は
、
変
を
企
図
し
た
藤
原
武
智
麻
呂

な
ど
藤
原
氏
陣
営
か
ら
見
て
も
、
血
縁
浅
か
ら
ぬ
関
係
で
あ
る
か
ら
、
あ
え
て

抹
殺
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
判
断
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
前
述

の
六

名
以
外
の
者
は
赦
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
が
、
そ
の
処
断

に
つ
い
て
、
『続

日
本
紀
』
天
平
元
年

二
月
己
卯
条
に
は
、
「遣
二
左
大
弁
正
四
位
上
石
川
朝
臣
石

足
等

一、
就
二
長
屋
王
弟
従
四
位
上
鈴
鹿
王
宅

一。
宣
レ

勅
日
、
長
屋
王
昆
弟

姉
妹
子
孫
及
妾
等
合
二
縁
坐

一者
、
不
レ
問
二
男
女

一、
威
皆
赦
除
。」
と
あ
り
、

同
丁
亥
条
に
は
、
「長
屋
王
弟
姉
妹
井
男
女
等
見
存
者
、
預
二
給
レ
禄
之
例

一。」

と
見
え

る
。
彼
等
を
赦
す
処
断
は

「勅
」
と
し
て
宣
せ
ら
れ
た
。
本
来
は
謀
反

に

「縁
坐
」
し
て
刑
を
科
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
天
皇
に
よ
る
刑
の
変
更
に
よ

っ

て
特
に
赦
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
弟
貞
の
薨
伝

に
も
、
「特
賜
不

死
」
と
あ

っ
て
、
そ
れ
が
天
皇
か
ら

「賜
」
わ
れ
た
恩
降
で
あ
る
こ
と
が
記
述

さ
れ
て
い
る
。
賊
盗
律
第

一

(謀
反
)
条
に
は
、
謀
反
者
の

「父
子
」
を
没
官

と
し
、
「祖
孫
兄
弟
」
を
遠
流
と
す
る
と
い
う
縁
坐
規
定
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の

事
件
で
は
、
天
皇
の
恩
降
に
よ

っ
て
刑
を
す
べ
て
免
除
し
た
。
こ
う
し
た
天
皇

の
恩
降
に
よ
る
刑
の
変
更
は
、
第

二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
律
令
の
規
定
に
準

拠
し
た
処
断
で
あ

っ
て
、
法
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

さ
て
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『続
日
本
紀

三
』
は
、
こ
の
処
断
に
つ
い

て
、
脚
注
で

「長
屋
王
の
罪
は
八
虐
の
う
ち
の
謀
反
に
あ
た
り
、
賊
盗
律
1
で

は
謀
反
を
犯
し
た
本
人
の
父
子
は
没
官
と
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
で

『特
賜
二
不
死
一』
と
す
る
の
は
日
本
律
に
は
適
合
せ
ず
、
男
子
三
人
に
つ
い
て

は

『父
子
年
十
六
以
上
皆
絞
』
と
い
う
唐
律
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
。
ま
た
教
勝
に
つ
い
て
は
、
日
本
律
で
は
い
ず
れ
に
し
て
も
追
坐
の
対
象

と
な
ら
な
い
が
、
唐
律
で
は
出
家
し
て
い
れ
ば
追
坐
さ
れ
な
い

(賊
盗
律
2
)

も
の
の
、
出
家
し
て
い
な
け
れ
ば
没
官
と
な
る

(同
1
)。
」
と
説
明
し
て
い
る

(13
)。
し
か
し
こ
の
説
明
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

確
か
に
、
「特
賜
不
死
」
の

「不
死
」
は
死
刑
を
前
提
に
し
た
表
現
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
か
ら
、
日
本
律

の
規
定
と
は
適
合
し
な
い
。
安
宿
王

・
黄
文
王

・
山

背
王
の
あ
る
べ
き
刑
罰
は
没
官
で
あ

っ
て
、
斬
で
も
絞
で
も
な
い
。
死
刑
と
す

べ
き
と
こ
ろ
特
に
赦
す
と
言
う
の
は
法

の
規
定
と
適
当
し
な
い
と
言
わ
ざ
る
を



え
な
い
。
ま
た
日
本
律
は
唐
律
の
文
言
に
手
を
入
れ
て
、
婦
人

(女
性
)
を
縁

坐
の
対
象
と
し
な
い
よ
う
改
変
し
て
条
文
を
作
成
し
た
(14
)。
ま
た
出
家
者
も

縁
坐
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る

(こ
ち
ら
は
唐
律
と
同

一
)
。
そ
れ
故
、
教

勝
が
変
の
時
点
で
す
で
に
出
家
し
て

い
れ
ば
、
出
家
か
つ
女
性
と
い
う
二
点
か

ら
、
変
の
時
点
で
未
だ
出
家
し
て
い
な
く
と
も
女
性
で
あ
る
と
い
う

一
点
か
ら
、

縁
坐
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
弟
貞
の
亮
伝
で
は
、

あ
た
か
も
本
来
縁
坐
す
べ
き
と
こ
ろ
特
に
赦
さ
れ
た
、
不
死
を
賜
わ
れ
た
、
と

記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
律

の
規
定
と
適
合
し
な
い
こ
と
が
気
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
不
適
合
を
不
審
に
思

っ
て
は
い
け
な
い
。
本
稿
で
こ
れ

ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
古
代
に
お
い
て
は
、
大
宝
律
令
施
行
後
も
、

律
に
準
拠
せ
ず
、
法
と
は
別
の
制
裁

を
科
す
こ
と
が
多
く
、
む
し
ろ
そ
れ
が

一

般
的
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
養
老
律
令
施
行
後
も
同
様
で
、
律
の
規
定
と
は

別
の
制
裁
が
科
さ
れ
る
こ
と
が

一
般
的
で
あ

っ
た
。
『続
日
本
紀

三
』

の
脚

注
は
、
「不
死
」
の
文
言
や
教
勝
の
扱

い
が
日
本
律
の
規
定
と
適
合
し
な

い
こ

と
を
不
審
に
思

っ
て
、
唐
律
の
規
定
が
準
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
。
し
か
し
こ
の
見
解
に
私
は
賛
成
で
き
な
い
。
日
本
律
施
行
以
後
、
日
本

で
唐
律
が
適
用
さ
れ
た
事
例
は
管
見

で
は

一
例
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、
日
本
律

の
規
定
と
適
合
し
な
い
か
ら
と
い

っ
て
、
唐
律
が
適
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
す
る
の
は
根
拠
の
な
い
推
測
で
あ

っ
て
、
根
本
の
発
想
か
ら
疑
問
と
言

わ
ざ
る
を
え
な
い
。
小
論
で
こ
れ
ま
で
述
べ
ーて
き
た
よ
う
に
、
実
際
の
処
断
と

日
本
律
の
規
定
と
が
合
致
し
な
い
事
例
は
数
多
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言

っ

て
、
唐
律
で
こ
れ
を
考
え
れ
ば
、
律

の
規
定
と
適
合
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
。
ど
ち
ら
で
考
え
て
も
、
律
の
規
定
と
は
適
合
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
長
屋
王
の
変
に
お
け
る
処
断

で
も
、
事
例
⑨
で
述
べ
た
よ
う
に
、
長
屋

王
の

「自
尽
」
が
律
の
規
定
と
適
合
せ
ず
、
上
毛
野
宿
奈
麻
呂
等
七
人
を
流
に

処
し
た
こ
と
も
律
の
規
定
と
合
致
し
な
い
。
ま
た
こ
の
事
例
　

の
記
事
か
ら
明

ら
か
に
な

っ
た
よ
う
に
、
長
屋
王
の
男
子
に
対
す
る
縁
坐
刑
と
し
て
死
刑
を
念

頭
に
置
い
て
い
た
り
、
女
子

(あ
る
い
は
出
家
者
)
を
縁
坐

の
対
象
者
と
理
解

し
て
い
る
点
も
、
日
本
律

の
規
定
と
は
合
致
し
な
い
。
以
上
、
長
屋
王
の
変
に

お
け
る
処
断
は
、
勅
断
で
縁
坐
す
べ
き
者
を
赦
し
た
処
分
は
律

の
規
定
と
合
致

す
る
も
の
の
、
他
の
処
分
は
律
の
規
定
と
合
致
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で

あ
る
。

〔事
例
　
〕

次
は
天
平
宝
字
七
年

(七
六
三
)
十
月
丁
酉
条
、
　
高
田
　
登
足
人
の
事
例

で
あ
る
。

殺
人
事
件
で
あ
る
。
高
田
　
登
足
人
な
る
人
物
が
高
田
寺

の
僧
を
殺
し
た
。

そ
こ
で
足
人
は

「下
獄
」
と
さ
れ
、
ま
た
祖
父
の
代
か
ら
伝
わ

っ
た
封
が
剥
奪

さ
れ
た
と
い
う
。
高

田
足
人
は
他

に
見
え
な
い
人
物

で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
に

見
え
る
彼

の
祖
父
|

壬
申

の
乱
の
時
に
活
躍
し
て
天
武
天
皇
か
ら
封
を
賜
わ

れ
た
と
い
う
|

に
つ
い
て
は
研
究
が
あ
り
、
該
当
す
る
人
物
が
考
証
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
直
木
孝
次
郎
に
よ
れ
ば
(15
)、
『
日
本
書
紀
』
天
武
元
年

(
六

七
二
)
六
月
甲
申
条
に
、
「越
二
大
山
一
、
至
二
伊
勢
鈴
鹿
一
。
愛
国
司
守
三
宅
連

石
床

・
介
三
輪
君
子
首
、
及
湯
沐
令

田
中
臣
足
麻
呂

・
高
田
首
新
家
等
、
参
|二

遇
干
鈴
鹿
郡

一。」
と
見
え
る
高
田
首
新
家
が
足
人

の
祖
父
に
該
当
す
る
と

い



う
。
新
家
は
、
『続
日
本
紀
』
大
宝
三
年

(七
〇
三
)
七
月
壬
子
条
に
も
、
「贈
二

従
五
位
下
民
忌
寸
大
火
正
五
位
上
、
正
六
位
上
高
田
首
新
家
従
五
位
上

一。
並

遣
レ
使
吊
賻
。
以
二
壬
申
年
功

一也
。」
と
あ

っ
て
、
壬
申
年
の
功
に
よ
っ
て
、
死

後
、
従
五
位
上
を
贈
位
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
『続
日
本
紀
』
慶
雲

元
年

(七
〇
四
)
七
月
乙
巳
条
に
は
、
「(前
略
)
贈
従
五
位
上
高
田
新
家
首
功

封
　
戸
、
四
分
之

一
、
伝
二
子
元
位
首
名
一
。」
と
あ

っ
て
、
新
家
が
功
封

四
十

戸
を
賜

っ
て
お
り
、
そ
の
四
分
の

一

(十
戸
)
が
子
の
首
名
に
伝
え
ら
れ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
高
田
首
新
家
を
足
人
の
祖
父
と
み
な
す
説
は
妥
当
と
思

わ
れ
る
。
す
る
と
、
首
名
が
足
人
の
父
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
功
封
は
新
家
か

ら
首
名

へ
、
そ
し
て
首
名
か
ら
足
人

へ
と
相
続
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

直
木
は
ま
た
、
湯
沐
令
の
田
中
臣
足
麻
呂
と
高
田
首
新
家
は
、
伊
勢

の
湯
沐

の
令
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
美
濃
国
安
八
磨
郡
に
あ

っ
た
湯
沐
の
令
で
あ

っ
て
、

こ
の
天
武
元
年

(六
七
二
)
六
月
二
十
五
日
、
二
人
は
美
濃
国
か
ら
大
海
人
の

た
め
に
鈴
鹿
郡
に
か
け
つ
け
て
き
た
と
し
た
。
そ
し
て
天
平
宝
字
七
年
十

一
月

丁
酉
紀

(こ
の
事
例
)
に
見
え
る

「美
濃
国
主
稲
」
の

「主
稲
」
と
は
、
「播
磨

国
正
税
帳
」
(年
月
未
詳
、
天
平
初
年
頃
か
)
な
ど
を
参
看
す
る
に
、
湯
沐
を
管

理
す
る
職
名
と
考
え
ら
れ
る
と
し
、
新
家
は
、
美
濃
国
の
湯
沐
の
主
稲
で
、
多

臣
品
治
を
長
と
す
る
安
八
磨
郡
の
湯
沐
の
管
理
職
の

一
人
で
あ

っ
た
と
結
論
づ

け
た
。
こ
れ
も
妥
当
な
見
解
と
思
わ
れ
る
(16
)。

さ
て
、
新
家
に
は
、
い
つ
功
封
が
賜
与
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
『
続
日
本

紀
』
大
宝
元
年

(七
〇

一
)
七
月
壬
辰
条
に
は
、
封
戸
を
賜
与
さ
れ
た
壬
申
の

功
臣
十
五
名
の
名
が
見
え
る
。
佐
藤
信
に
よ
れ
ば
(17
)、
こ
の
十
五
名
に
は
、
壬

申
の
乱

(
六
七
二
)
以
後
、
天
武
十
年

(六
八

一
)
十
二
月
以
前
に
、
封
戸
が

賜
与
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
家
の
名
は
こ
の
十

五
名
の
中
に
見
え
な
い
。
こ
の
条
に
は
ま
た
、
「又
壬
申
年
功
臣
、
随
二
功
第

一

亦
賜
二
食
封

一、
並
各
有
レ
差
。」
と
い
う

一
文
が
あ

っ
て
、
「先
朝
」
の
代
に
封

戸
が
賜
与
さ
れ
た
十
五
名
と
は
別
に
、
こ
の
時

(大
宝
元
年
七
月
)
、
新
た
な
賜

与
が
行
わ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『続
日
本
紀

一
』
補
注
は
、
こ
の

一
文
に
注
目
し
て
、
新
家
に
は
大
宝
元
年
七
月
に
功
封
が

賜
与
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
説
い
て
い
る
(18
)。

と
こ
ろ
で
、
壬
申
の
功
臣
に
賜
与
さ
れ
た
功
封
は
、
右
の
十
五
名
も
、
新
家

も
、
そ
ろ

っ
て
四
分
の

一
を
子
に
伝
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
が
、
佐
藤
信
に
よ

れ
ば
(19
)、
こ
れ
は
大
宝
録
令
第
十
三

(功
封
)
条
の
規
定
す
る

「中
功
」
に
該

当
す
る
と
い
う
。
彼
等
に
賜
与
さ
れ
た
封
戸
は
、
子
に

(
四
分
の

一
を
)
伝
え

る
こ
と
は
で
き
て
も
、
孫

(
二
世
)
に
伝
え
る
こ
と
は
、
法
的
に
は
認
め
ら
れ

な
い
性
格
の
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
足
人
は
祖
父
新

家
の
封
戸
を
相
続
し
て
い
た
(20
)。
佐
藤
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
「大
宝

・
養
老

令
功
封
制
度
の
実
効
性
に
つ
い
て
疑
問
の
余
地
が
存
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

私
も
、
法
と
は
異
な
る
実
態
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

さ
て
、
以
上
の
先
行
研
究
を
念
頭
に
置
い
て
、
こ
の
事
例
を
検
討
し
て
い
こ

う
。
殺
人
に
対
す
る
刑
罰
は
、
法
的
に
は
、
賊
盗
律
第
九

(謀
殺
人
)
条

〔事

例
　
前
掲
〕
に
従

っ
て
斬
、
も
し
く
は
、
闘
訟
律
第
五

(闘
殴
殺
人
)
条

(逸

文
)
「凡
闘
殴
殺
人
者
絞
、
以
レ
刃
及
故
殺
人
者
斬
」
に
従

っ
て
斬
ま
た
は
絞
で

あ
る
。

つ
ま
り
死
刑
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
足
人
に
科
さ
れ
た
実
際
の
刑

罰
は
、
「下
獄
」
及
び
封

の
剥
奪
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
法
と
は
異
な
る
処
断
と

言
わ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。

こ
こ
の

「下
獄
」
は
、
事
例
　

で
検
討
し
た
よ
う
に
、
獄
に
下
す
刑
罰
で
、

徒
と
は
区
別
す
べ
き
、
律
令
外
の
刑
罰
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
も

述
べ
た
が
、
「下
獄
」
に
は
、
最
終

の
処
断
と
し
て
で
は
な
く
、
最
終
の
刑
罰
を

執
行
す
る
ま
で
の
仮

の
拘
置
と
し
て
実
施
さ
れ
る
場
合
も
あ

っ
た
。
こ
の
足
人



の
場
合
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
足
人
の
場
合
も
事
例
　

の
板
持
鎌
束

の
場
合
と
同
様
、
最
終

の
処
断
で
あ

っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
と
思
う
。
足
人
に

対
し
て
そ
の
後
何
ら
か
の
別
の
刑
罰

が
科
さ
れ
た
と
は
史
料
に
見
え
な

い
し
、

ま
た
、
こ
の
記
事
に

「坐
殺
高
田
寺
僧
、
下
獄
奪
封
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「坐
」
は

「
つ
み
す
」
と
訓
む
べ
き
動
詞
で
、
刑
罰
を
科
す
こ
と
を
意
味
す
る

語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
に
は

「奪
封
」
と

「下
獄
」
と
が
並
記
さ

れ
て
い
る
が
、
「奪
封
」
は
足
人
に
対
し
て
の
刑
罰
そ
の
も
の
と
理
解
す
べ
き

で
あ
る
か
ら
、
「下
獄
」
も
足
人
に
対
し
て
の
刑
罰
そ
の
も
の
と
読
解
す
る

の

が
文
脈
に
か
な
う
。
足
人
に
対
し
て
は
、
「下
獄
」
と

「奪
封
」
の
二
つ
が
最
終

の
処
断
と
し
て
科
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

最
後

に
高
田
寺
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
『大
日
本
地
名
辞
書
』
(21
)

は
、
高
田
足
人
が
相
続
し
た
封
戸
は
旧
海
津
郡
今
尾
村
の
高
田
の
地

(現
在

の

岐
阜
県
海
津
郡
平
田
町
高
田
)
に
所
在

し
た
と
推
測
し
、
高
田
寺
も
こ
の
地
に

か
つ
て
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
同
書
は
、
古
代

の
安

八
郡
に
高
田
郷
と
い
う
郷
が
存
し
た
と
い
う
見
解
を
と

っ
て
い
て
、
『吾
妻
鑑
』

建
久
元
年

(
一
一
九
〇
)
四
月
十
八
日
条
に
見
え
る

「高
田
郷
」
も
こ
こ
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
『
日
本
歴
史
地
名
大
系

21
岐
阜
県
の
地
名
』

(22
)は
、
『吾
妻
鑑
』
に
見
え
る

「高
田
郷
」
は
多
芸
庄
内
の
地
名
で
あ

っ
て
、
現

在
の
岐
阜
県
養
老
郡
養
老
町
高
田
の

一
帯
に
当
た
る
だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

一

方
、
福
山
敏
男
は
、
『大
和
上
代
寺
院
志
』
『七
大
寺
巡
礼
私
記
』
を
参
照
し
て
、

「江
戸
時
代
の
十
市
郡
、
今
の
磯
城
郡
安
倍
村

の
大
字
高
田
字
寺
谷
に
あ
る
寺

址」
が
高
田
寺
に
当
た
り
、
高
田
寺
衰

頽
後
、
そ
の
仏
像
は
唐
招
提
寺
に
移
さ

れ
た
と
述
べ
て
い
る
(23
)。
こ
の
説
に
立

つ
な
ら
、
高
田
寺
は
、
現
在
の
奈
良
県

桜
井
市
大
字
高
田
小
字
寺
谷
の
高

田
寺
跡
で
あ
る
と

い
う
こ
と
と
な
る
。
『
日

本
歴
史
地
名
大
系

30
奈
良
県
の
地
名
』
(24
)も
、
こ
の
説
に
立

っ
て
解
説
を
記

す
が
、
「高
田
の
地
名
は
各
地
に
み
ら
れ
る
の
で
、
寺
跡

の
比
定
に
は

一
考
を

要
す
る
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
愛
知
県
西
春
日
井
郡
師
勝
町
大
字
高
田

こ
う

で
ん
じ

寺
に
所
在
す
る
高
田
寺
|

本
堂
の
薬
師
堂
と
本
尊
の
薬
師
如
来
坐
像
は
重
要

文
化
財
に
指
定
、
現
在
は
天
台
宗
i

は
、
当
寺
が

『続
日
本
紀
』
に
見
え
る

高
田
寺
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
(25
)。

私
は
、
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
に
各
地
に
建
立
さ
れ
た
地
方
寺
院
は
、
多
く
、

地
域
の
地
方
豪
族
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え

て
い
る
(26
)。
と
す

る
な
ら
、
高
田
寺
も
高
田
首
氏

(高
田
 
登
氏
)
に
関
係
す
る
寺
院
で
、
そ
の

本
拠
地
近
く
に
建
立
さ
れ
て
い
た
と
す
る
の
が
よ
い
と
思
う
。
高
田
寺
は
、
海

津
郡
平
田
町
高
田
、
も
し
く
は
養
老
郡
養
老
町
高
田
、
の
ど
ち
ら
か
に
か
つ
て

存
在
し
た
寺
院
で
あ

っ
た
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
今
後
、
寺
址
等
が
発
見
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

以
上
、
こ
の
事
例
も
、
律
令
の
規
定
と
は
別
の
刑
罰
が
科
さ
れ
た

一
例
に
数

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
を
殺
し
た
者
に
対
し
て
、
死
刑
や
追
放
刑
を
科
す
の

で
は
な
く
、
「下
獄
」
と

「奪
封
」
で
す
ま
せ
る
と
い
う
の
は
軽
い
刑
罰
で
あ
る

と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
、
足
人
の
祖
父
の
壬
申
の
乱
に
お
け
る
功
績

が
考
慮
さ
れ
て
こ
う
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
。
封
の
剥
奪

は
、
刑
の
軽
さ
の
代
償
と
も
見
な
し
う
る
と
思
う
。
『続
日
本
紀
』
の
こ
の
記
事

の
書
き
方
は
、
記
述

の
順
序
が
前
後
し
た
書
き
方
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
こ
れ
は
、
足
人
の
祖
父
の
功
績
を
重
視
し
た
記
述
法
と
な

っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

(未
完
)

注

(
1
)

井
上
薫

「兵
衛
の
位
階
に
つ
い
て
」
(『続
日
本
紀
研
究
』
六
-
八
、
一
九
五
九
年
)、



同

「続
日
本
紀
と
東
大
寺
献
物
帳
」

(『
続
日
本
紀
研
究
』

二
一二
〇
、

一
九

八
三
年
)
。

(
2
)

竹
内
理

三

・
山

田
英
雄

・
平
野
邦
雄

『
日
本
古
代
人
名
辞
典

第

一
巻
』

(
吉

川
弘

文
館
、

】
九

五
八
年
)
。

(3
)

新
日
本
古
典
文
学
大
系

『続

日
本
紀

三
』

(岩
波
書

店
、

一
九
九

二
年
)
。
四
三
九

頁
。

(
4
)

井
上
薫
前
掲
注
(
1
)「兵
衛

の
位
階

に
つ
い
て
」
。

(
5
)

こ
れ
は
唐

の
獄
官
令

の
規
定
を
継
受

し
た
も

の
で
あ
る
。
仁
井

田
陞

『
唐
令
拾
遺
』

(東
京

大
学
出
版
会
、

一
九

三
三
年
)
七
六
五
頁
参
照
。
な
お
、
中
国

に
お
け
る
刑
執

行

の
季
節

に
つ
い
て
は
、
西

田
太

一
郎

『
中
国
刑
法
史
研
究
』
(岩
波
書
店

、

一
九
七
四

年

)
の
第
九
章

「刑
罰
と
陰
陽

・
季
節
」
が
有
益

で
あ
る
。
西
田

は
、
『
左
伝
』
の

「賞

は
春
夏
を
以

て
し
、
刑

は
秋
冬
を
以

て
す
」
を
引

用
し
、
ま
た

『周
礼
』
『
呂
氏
春
秋
』

『
准
南

子
』
『
大
載

礼
』
『
礼
記
』
な
ど
を
も
参
看
し

て
、
「春
夏
は
刑
を
行
わ
ず
、
秋

冬

に
至

っ
て
刑
を
行
う

こ
と
が
大
体

の
原
則
に
な

っ
て
い
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
。

(
6
)

拙
稿

「官
当

の
研
究
」
(『
ヒ
ス
ト
リ

ア
』

=

七
、

一
九
八
七
年
)
。
な
お
、
中
国

の

官

当
制

度

に
関
す
る
近
年

の
研
究

に
、
佐
立
治
人

「北
魏

の
官
当
制

度
|

唐
律

の
官

当

規
定

の
淵
源
を
た
ず
ね

て
|

」

(京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所

『
前
近
代

中
国

の

刑
罰
』
所
収
、

一
九
九
六
年
)
が
あ
る
。

(
7
)

こ
の
条

に
よ
れ
ば
、
囚
獄
司

は
、
六
日
ご
と

に
囚
人
た
ち
を

ひ
き

い
て
宮
城
四
面

の

掃

除
を
行

い
、
ま
た
雨
後

の
日

に
は
、
宮
内

の
徴

汚
物

や
厠

溝
な
ど

の
清
掃
を
行
う
と

さ
れ

て
い
た
。
の
ち
、
十

一
世
紀
頃

か
ら

は
、
こ
う
し
た
清
掃

に
関
わ
る
仕
事

が
検

非

違
使

に
吸
収
さ
れ
る
と

こ
ろ
と
な

り
、
検
非
違
使
が
罪

と
あ

わ

せ

て
け

が
れ

の
管

理

に
も
あ
た

る
よ
う

に
な

っ
た

こ
と

に

つ
い
て
は
、
丹
生
谷
哲

一
『
検
非
違
使
|

中
世

の
け
が
れ
と
権
力
|

』

(平
凡
社
選
書
、

一
九
八
六
年
)
参
照
。

(
8
)

『
続
日
本
紀
』
に
は
、
赦
を
告
げ

る
詔
勅
が

い
く

つ
か
見
え
る
が
、
そ
こ
に
は

「繋

囚
」

「見
徒
」

の
語
が

し
ば

し
ば
見
え

る
。
し

か
し

こ
れ

は
慣
用
句
と
見
る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

一
方
、
同

天
平
宝
字

二
年

八
月
朔

日
条

に
は

「天
下
見
禁
囚
徒
」
、
同

八
年
十
月

甲
申
条

に
は

「在
京
見
禁

囚
徒
」

の
語
が
見
え
る
。
こ
れ
ら
は
、
本
条

の

「
天
下
見
禁

囚
」
と
同

一
の
概
念

と
見

る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

(
9
)

利
光

三
津
夫

「流
罪
考
」

(
同

『律
令
制

の
研
究
』
所
収
、
慶
慮
通
信
、

一
九

八

一

年
)
。

(
1
0
)

『
晴
書
』
倭
国
伝

に
は
、

「其
俗
殺
人
強
盗

及
姦
皆
死
、
盗
者
計
レ
賊
酬
レ
物
、
無
レ

財
者
没
レ
身
為
レ
奴
。
自
余
軽
重
、
或
流
或
杖
。
」
と
あ

っ
て
、
律
令
法
導
入
以
前

の
倭

国

の
刑
罰
慣
行

に
お
い
て
も
、
殺
人

に
対
す

る
基
本

的
制

裁
が

死
刑

で
あ

っ
た
こ
と

が
知
ら
れ

る
。

(
1
1
)

大
山
誠

一

「所
謂

『長
屋

王
家
木
簡
』

の
再
検
討

」
(『
木
簡
研
究
』

=

、

一
九

八

九
年
)
、
同

『
長
屋
王
家
木
簡
と
奈
良
朝
政
治
史
』
(吉
川
弘
文
館
、

一
九
九

三
年
)
、
奈

良
国
立
文
化
財
研
究
所
編

『
長
屋
王
邸
宅

と
木
簡

』
(吉
川
弘
文
館
、

一
九

九

一
年
)
、

森

田
悌

『
古
代
国
家
と
万
葉
集
』

(新

人
物

往
来

社
、

一
九
九

一
年
)
、
同

『
長
屋
王

の

謎
』
(河
出
書
房
新

社
、

一
九
九

四
年
)
、
早

川
庄

八

『
古
典
講
読

シ
リ
|
ズ

続
日
本

紀
』

(岩
波
書
店
、

一
九
九

三
年
)
、
鬼
頭
清
明

『
古
代
木
簡

の
基
礎
的
研
究

』

(塙

書

房
、

一
九
九

三
年
)
、
東
野
治
之

『長
屋
王
家
木
簡

の
研
究

』

(塙

書
房

、

一
九
九

六

年
)
な
ど
。

(
1
2
)

河
内
祥
輔

『
古
代
政
治
史

に
お
け

る
天
皇
制

の
論
理
』

(吉
川
弘
文
館
、

一
九

八
六

年

)
。(

1
3
)

注
(
3
)
前
掲

『
続
日
本
紀

三
』

四
四

一
頁
。

(
1
4
)

こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
松

田
恵
美
子

「縁
坐
を
通
じ

て
み
た
日
本

・
中
国

の
法
比

較
（
一
）
（
二
）

」

(『
法
学
論
叢
』
第

一
二
七
巻
第

二
号
、
第

六
号
、

一
九
九
〇
年
)
が
あ

る
。

(
1
5
)

直
木
孝
次
郎

「主
稲
考
」
(同

『
奈
良
時
代
史

の
諸
問
題
』
所
収
、
塙
書
房
、

一
九
六

八
年
)
、
同

『
壬
申

の
乱
』
(塙
書
房
、
増
補
版

一
九
九

二
年
)
。
な
お
、
福
山
敏
男

『
奈

良
朝
寺
院

の
研
究
』
(高
桐
書
院

、

一
九

四
八
年
)
も
同
説
。
新
家
を
足
人

の
祖
父
と
み



る
説
は
、
す
で
に
伴
信
友

『
長
等

の
山
風
』
の

「附

録

一
　
壬
申
紀
證

註
」
(
『伴
信
友

全
集
』
第

四
所
収

、
図
書
刊
行
会

、

一
九

〇
七
年
)

に
見

え
る
。

(
1
6
)

直

木
孝

次
郎
注
(
1
5
)

前
掲

「主
稲
考
」
。
な
お
、
二
条
大
路
木
簡

の
い
わ
ゆ

る

「桜
閣

山

水
之
図
」
に
は
い
く

つ
か
の
習
書
が
書
か
れ

て
い
る
が
、
そ
の
中

の

一
つ
に

「主
稲
」

の
語
が
見
え
る
。
注
(
1
1
)

前
掲

『長

屋
王
邸
宅

と
木
簡
』
参

照
。

(
1
7
)

佐
藤
信

「
『壬
申
功
封
』
と
大

宝
令
功
封
制

の
成

立
」

(同

『
日
本
古
代

の
宮
都
と
木

簡
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
七
年
)
。

(
1
8
)

新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
続
日
本
紀

一
』

(
岩
波

書
店

、

一
九
入
九
年
)
。

(
1
9
)

注
(
1
7
)

に
同
じ
。

(
2
0
)

こ
の
記
事
が
、
賜

っ
た
封

の
戸
数

を

「廿
戸
」
と

し
て

い
る
の
は
問
題

で
、
「柵
戸
」

も

し
く

は

「十

戸
」

で
あ

る
な
ら
理
解
は
容
易
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分

は
テ
キ

ス
ト
の
問
題
が
あ

る
ら
し
く
、
新
訂
増
補
国
史
大
系
本
が
底
本
と

し
た
谷
森
本
や
、
新

日
本
古
典
文
学
大
系
本
が
底
本
と

し
た
蓬
左
文
庫
本

に
は
、

「廿
」

の

一
字

が
な

く
、

他
本

か
ら
補

っ
た
も

の
で
あ

る
。
封

の
戸
数

に

つ
い
て
、
今

は
未

詳

と

し

て
お
き

た

い
。

(
2
1
)

吉

田
東
伍

『大

日
本
地
名
辞
書
』

(冨
山
房
、
増
補
版

一
九

七

一
年
)
。

(
2
2
)

『
日
本

歴
史

地
名
大
系

21
岐
阜
県

の
地
名
』

(平
凡
社

、

一
九

八
九
年
)
。

(
2
3
)

福
山
敏
男

『奈
良
朝
寺
院

の
研
究
』

(高
桐
書
院

、

一
九
四
八
年
)
。

(
2
4
)

『
日
本
歴
史
地
名

大
系

30
奈
良
県

の
地
名
』

(
平
凡
社
、

一
九
八

一
年
)
。

(
2
5
)

同
寺

発
行
拝
観
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
。

(
2
6
)

吉

田

一
彦

『
日
本
古
代

社
会
と
仏
教

』

(吉

川
弘
文
館
、

一
九
九
五
年
)
。(

つ
づ

く

)
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